
　

【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年11月10日

【会社名】 株式会社ＡＮＡＰホールディングス

【英訳名】 ＡＮＡＰ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　ＩＮＣ．

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　川合　林太郎

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山四丁目20番19号

【電話番号】 (03)5772-2717

【事務連絡者氏名】 財務部長　根岸　良直

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山四丁目20番19号

【電話番号】 (03)5772-2717

【事務連絡者氏名】 経理部長　泉谷　英治

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)、新

株予約権付社債

【届出の対象とした募集金額】 第８回新株予約権証券

その他の者に対する割当 23,460,000円
 

(新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額を合算した金額)

 18,145,460,000円
 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

その他の者に対する割当 800,000,000円
 

(注)　新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、新

株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減

少する可能性があります。また、新株予約権の権利行使期

間内に行使が行われない場合には、新株予約権の払込金額

の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年10月29日に提出した有価証券届出書につきまして、記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、こ

れを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 
２ 【訂正事項】

第一部 証券情報

第１ 募集要項

４　新規発行による手取金の使途

(2) 【手取金の使途】

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

４ 【新規発行による手取金の使途】

(2) 【手取金の使途】

（訂正前）

＜前略＞

 変更前 変更後

借入人 株式会社ＡＮＡＰホールディングス

貸付金 ネットプライス事業再生合同会社

借入限度額 金50億円 金110億円

使途 投資事業資金（株式会社ＡＮＡＰ

ライトニングキャピタルへの転貸

資金）

グループ一般運転資金（投資事業

資金（株式会社ＡＮＡＰライトニ

ングキャピタルへの転貸資金）を

含む）

金利 ２％固定

契約更新日 2025年９月

借入開始日 2025年７月

最終返済期限 2026年２月
 

＜中略＞

 
（訂正後）

＜前略＞

 変更前 変更後

借入人 株式会社ＡＮＡＰホールディングス

貸付金 ネットプライス事業再生合同会社

借入限度額 金50億円 金110億円
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使途 投資事業資金（株式会社ＡＮＡＰ

ライトニングキャピタルへの転貸

資金）（注）

グループ一般運転資金（投資事業

資金（株式会社ＡＮＡＰライトニ

ングキャピタルへの転貸資金）を

含む）

金利 ２％固定

契約更新日 2025年９月

借入開始日 2025年７月

最終返済期限 2026年２月
 

（注）ネットプライス事業再生合同会社からの借入金の使途は、契約上、「投資事業資金（株式会社ＡＮＡＰライ

トニングキャピタルへの転貸資金）」となっていましたが、2025年７月22日を払込期日とするＱＬ有限責任

事業組合及び株式会社Tiger Japan Investmentに対する本普通株式の発行について、出資の履行が完了せ

ず、失権となったことにより、これら２社からの借入金合計4,125百万円について同日付で返済期限を迎えた

ため、ネットプライス事業再生合同会社の同意を得たうえで同社からの短期借入金により２社への返済を実

施しました。

＜中略＞

 
（訂正前）

＜前回の資金調達における資金使途＞

当社が、2025年６月９日付の当社取締役会で決議した第三者割当により発行された新株式及び第７回新株予約権（以下

「前回増資」といいます。）による資金使途への充当状況は、以下のとおりです。

(2025年６月９日付取締役会決議に係る第三者割当による新株式発行により調達した資金の充当状況)

Ａ　現物出資

具体的な使途
充当予定額

（百万円）

実際の

調達額

（百万円）

充当額

（百万円）
支出時期

① 現物出資による債務の株式化(ＤＥＳ)(注１) 7,625 3,500 3,500 2025年７月

② ビットコインに対する現物出資（注２） 7,999 7,999 7,999 2025年７月

合計 15,624 11,499 11,499  
 

（注）１．有利発行によるＱＬ有限責任事業組合及び株式会社Tiger Japan Investmentに対する本普通株式の発行は、

当社に対する金銭債権の現物出資による債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）により行われたも

のでありますが、一部出資の履行が完了せず、失権となりました。

＜後略＞

 
（訂正後）

＜前回の資金調達における資金使途＞

当社が、2025年６月９日付の当社取締役会で決議した第三者割当により発行された新株式及び第７回新株予約権（以下

「前回増資」といいます。）による資金使途への充当状況は、以下のとおりです。

(2025年６月９日付取締役会決議に係る第三者割当による新株式発行により調達した資金の充当状況)

Ａ　現物出資

具体的な使途
充当予定額

（百万円）

実際の

調達額

（百万円）

充当額

（百万円）
支出時期
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① 現物出資による債務の株式化(ＤＥＳ)(注１) 7,625 3,500 3,500 2025年７月

② ビットコインに対する現物出資（注２） 7,999 7,999 7,999 2025年７月

合計 15,624 11,499 11,499  
 

（注）１．有利発行によるＱＬ有限責任事業組合及び株式会社Tiger Japan Investmentに対する本普通株式の発行は、

当社に対する金銭債権の現物出資による債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）の方法により募集

決議が行われたものでありますが、出資の履行が完了せず、失権となりました。

＜後略＞

 
 
第三部 【追完情報】

（訂正前）

１．事業等のリスクについて

下記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書(第33期、提出日2024年11月27日)及び半期報告書(第34期中、

提出日2025年４月14日)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該

有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2025年10月29日)までの間において、当該有価証券報告

書等に記載された「事業等のリスク」について、以下のとおり追記すべき事項が生じております。当該変更箇所は

下線(　　)で示しております。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出

日(2025年10月29日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断してお

ります。

 
３ 事業等のリスク

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が会社の財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであ

ります。

 
なお、文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（2025年10月29日）現在において当社が判断したもの

であります。

＜中略＞

 
２．臨時報告書の提出について

下記「第四部　組込情報」に記載の第33期有価証券報告書の提出日(2024年11月27日)以後、本有価証券届出書提

出日(2025年10月29日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

＜後略＞

 
（訂正後）

１．事業等のリスクについて

下記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書(第33期、提出日2024年11月27日)及び半期報告書(第34期中、

提出日2025年４月14日)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該

有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年11月10日)までの間において、当該
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有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、以下のとおり追記すべき事項が生じております。当

該変更箇所は下線(　　)で示しております。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書の訂

正届出書提出日(2025年11月10日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もない

と判断しております。

 
３ 事業等のリスク

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が会社の財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであ

ります。

 
なお、文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年11月10日)現在において当社が判

断したものであります。

＜中略＞

 
２．臨時報告書の提出について

下記「第四部　組込情報」に記載の第33期有価証券報告書の提出日(2024年11月27日)以後、本有価証券届出書の

訂正届出書提出日(2025年11月10日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

＜後略＞

以上
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